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議   題  １ 追加議案等の提出について  

 

午後４時 開会  

 

○委員長【長嶋一樹議員】   本会議に引き続きお疲れさまです。ただいまから

議会運営委員会を開会いたします。  

 ここで、議長から御挨拶をお願いします。  

○議長【大垣真一議員】   一般質問に引き続き、お疲れのところ恐れ入ります。

どうぞよろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○委員長【長嶋一樹議員】   それでは、総務部長から執行者側の説明をお願い

いたします。  

○総務部長【杉山秀久】   大変お疲れのところ恐れ入ります。それでは、９月

定例会に追加提出させていただくその他の議案１件につきまして、御説明申し上

げます。  

 恐れ入りますが、令和７年１０月１日提出の議案書の１ページを御覧ください。  

○議案第６５号  損害賠償の額の決定及び和解について  

 令和７年７月１４日に発生した車両損傷事故につきまして、このたび相手方と

の和解内容が調いましたので、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号

の規定により提案するものです。  

 事故の概要といたしましては、消防職員が火災出動中、停車していた消防車が

一般車両の通行の妨げとなったため後退させたところ、消防車の後部が後方に停

車していた相手方車両の前面部に接触し、損傷を与えたものでございます。  

 本件事故における過失割合は市側１００％、相手方車両修理費等に係る本市賠

償額は１０６万７０８円です。  

 以上で、９月定例会に追加提出いたします議案についての説明を終了させてい

ただきます。  

 次に、伊勢原市議会１２月定例会の招集期日につきまして、御報告申し上げま

す。１２月定例会につきましては１１月２８日金曜日に招集する予定でございま

すので、あらかじめ御承知おきくださいますよう、よろしくお願いいたします。  

 以上で説明を終わります。  

○委員長【長嶋一樹議員】   ただいま総務部長から説明がありました内容に

ついて、質疑等があればお伺いします。（「なし」の声あり）  

 以上で、執行者側の説明を終了いたします。  

 次に、議会側処理事項についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。

局長。  

○議会事務局長【佐伯暁美】   それでは、お配りしてございます議会運営委

員会・議会側処理事項（９月３０日）を御覧ください。  

１ 令和６年度決算審査について  
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 各常任委員会において、いずれも認定すべきものと決定でございます。１０

月３日の本会議において、委員長報告の後、質疑、討論、採決を行うものでご

ざいます。  

２ 委員会の審査状況について  

 配付いたしました資料のとおり、１０月３日の本会議において、委員長報告

の後、質疑、討論、採決を行うものでございます。  

３ 請願・陳情の受理状況について  

 新たな請願、陳情の提出はございません。  

４ 議員提出議案の提出について  

 意見書１件が提出されてございます。  

 「議員提出議案第６号、再審法改正を求める意見書」。本件につきましては、

陳情第１１号に基づく意見書で、提出者は総務常任委員会委員長でございます。  

 提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣でございます。  

 なお、意見書につきましては本会議において陳情が採択された場合に追加議

案として提出するものでございます。  

５ 議員の派遣について  

 １０月２８日に鎌倉市で開催されます神奈川県市議会議長会定例会及び正副

議長研修会に副議長を派遣するものでございます。  

 議会側処理事項については以上でございます。  

○委員長【長嶋一樹議員】   次に、議案の委員会付託についてを議題とし、事

務局から内容を説明します。局長。  

○議会事務局長【佐伯暁美】   正副委員長と協議の上、議案の付託表の案を２

枚作成してございます。１枚目は、先ほど執行者側から説明がありました市長提

出議案第６５号につきまして委員会付託を省略するものでございます。もう１枚

は先ほど説明いたしました追加議案となる議員提出議案第６号につきまして、委

員会付託を省略するものでございます。  

 以上でございます。  

○委員長【長嶋一樹議員】   それでは、お諮りいたします。議案の委員会付託

については、配付した付託表のとおり決定することに御異議ありませんか。  

 

          （「異議なし」の声あり）  

 

○委員長【長嶋一樹議員】   御異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。  

 次に、議案の審議日程についてを議題といたします。議案第６５号につきまし

ては、明日１０月１日の本会議一般質問終了後に提案説明、１０月３日の本会議

最終日に質疑、討論、採決を行うことで御異議ありませんか。  

 

          （「異議なし」の声あり）  
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○委員長【長嶋一樹議員】   御異議がありませんので、ただいまのとおり決定

いたします。  

 本日予定した案件は以上です。これをもちまして、本日の議会運営委員会を閉

会いたします。  

 

午後４時０６分  閉会  

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。  

 

 

  令和７年９月３０日  

 

                       議会運営委員会  

                       委員長  長  嶋  一  樹   


